
猟銃等取扱講習会（初心者講習）開催のお知らせ

猟銃等取扱講習会開催日

今年度の技能講習の日程については、警察署に備え付けの「猟銃等取扱講習会予定表」をご覧

下さい。また、同予定表についてはホームページにも掲載しておりますので併せてご覧下さい。

受講対象者

青森県内に住所を有し、猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者

受講申込み手続き

開催日の１０日前までに、住所地を管轄する警察署生活安全課に申込みを行って下さい。

必要書類

・猟銃等講習受講申込書 １通

・写真 １枚

(申込前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもので

縦３センチ×横２．４センチ大のもの）

猟銃等取扱講習の手数料

猟銃等取扱講習（初心者講習）の手数料は、６，９００円となっております。申込書を提出

する際に青森県収入証紙により納付して下さい。

受講当日に持参するもの

受講当日は次のものを忘れずに持参して下さい。

○ テキスト「猟銃等取扱読本」 ※講習申込み時に配布します。

○ 筆記用具

講習修了証明書

講習を受けた者について、所定の科目を修得したかを考査し、これらの科目を修得したと認

められた方には講習修了証明書を交付します。

注意事項等

○ 各講習会の受講定員に達した場合は、申込みを締切ります。

○ 講習会の当日に、受講申込みはできません。

○ 猟銃等取扱講習は、当日欠席の場合であっても手数料を返還することができませんので

御了承ください。申込み後、都合により欠席する場合には、申込みをした警察署までご連

絡下さい。


